




②
第５号議案

令和３年度使用県立高等学校及び県立中等教育学校(後期課程)

の教科用図書の採択方針について

令和３年度に県立高等学校（特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）

及び県立中等教育学校(後期課程)で使用する教科用図書は，下記の方針に

より採択するものとする。

記

１ 本県教育の目標の具現化を目指して採択に当たること。

２ 各学校の教育課程並びに生徒の実態に即するものとすること。

３ 各学校における教育上の種々の条件を考慮し，教科用図書の内容を十

分に検討して適正を期すること。

４ 学習内容の系統性を尊重して，継続的，発展的に学習できるように配

慮すること。

５ 採択に当たっては，公正確保に特に留意すること。

令和２年５月25日提出

茨城県教育委員会教育長 小泉 元伸

（提案理由）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号）第21

条第６号の規定に基づき，県教育委員会が県立高等学校及び県立中等教育

学校(後期課程)で使用する教科用図書を採択するための方針を決定しよう

とするものである。
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令和２年５月25日
高 校 教 育 課

県立学校における教科書の採択について

１ 教科書の使用義務
○学校教育法第34条

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の
名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
※中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校は，同法各章の準用規定により準用。

２ 教科書の採択権限
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条

教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，次に掲げるもの
を管理し，及び執行する。
６ 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
〈市町村立小・中学校〉‥･市町村教育委員会

〈県立学校〉‥‥‥‥･････県教育委員会

３ 教科書の採択について
＜県立高等学校，県立特別支援学校，県立中学校，及び県立中等教育学校の場合＞
○公立の中学校のうち，県立中学校，県立中等教育学校(前期課程)については，学校ご
とに採択を行う。
※義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条第3項による。

○公立の高等学校，県立特別支援学校についても学校ごとに行う。

４ 平成23年度の自民党勉強会以降に改善・変更をおこなった点（下図網掛け部分）
(１)外部委員が参加する「教科用図書選定協議会」の設置による透明性の確保
(２)選定業務に係る作成資料の様式変更
(３)「茨城県立学校教科用図書選定の手引」の作成及び学校での活用

教育課程の移行時に実施

H23理科・数学，H24その他

の教科について実施

県立中学校，
県立中等教育学校，

県立高等学校，特別支援学校

教科用図書選定協議会

教科用図書選定委員会

教科用図書調査委員会

教科用図書選定審議会

調査員会

諮問 答申・方針・資料

方針

審査

県教育委員会 （採択）

高等学校
用教科書
調査委員

会

調査資料依頼

県立中学校，県立中等教育学校(前期課程)
を含む義務教育諸学校

県立高等学校，
県立中等教育学校(後期課程)

平成24年度，3つの委員会組織
を各学校毎に整備
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①採択方針及び
　 評価項目の決定

 

　　   　　　　　　　　　　　　　

①～⑪は作業手順を示す番号である。また，「茨城県立学校教科用図書選定の手引」を随時活用する。

教科用図書採択の流れ

　　　　　　　　 ・評価の観点の決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教科用図書選定協議会資料をもとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     各科目ごとに１種類の教科用図書を選定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教科用図書選定一覧表を作成

　　　　　　　　　　 　　          ④

　　　　　　・教科用図書選定委員会資料をもとに
　　　　　　 複数種の教科用図書学校案の候補を選定
　　　　　　・教科用図書選定協議会資料を作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦　　　　

　　                               ⑩教育委員会事務局による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前審査

　　　　　　　【通知】

上記太枠は，採択方針決定後の各学校における選定の流れ。

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　  　【提出】
　　　　　　　　　　　　　　 　     ⑨教科用図書選定一覧表
   　　　　　　　　　　　　 　　　     教科用図書選定協議会資料

　　　 ②選定方針　 　　 　 ③答申
　　　    の諮問

　　・選定方針の決定　　　    　　　　　　　　　　　　　　　   　・学校案の決裁

　　　　　　　　　　　　　　　　⑪定例教育委員会による
　　　　　　　　　　　　　　　　　 審査及び採択

　　　　　　　　　   ・教科用図書を調査し，教科用図書選定委員会資料を作成

　・選定方針の検討　　　　　　     （外部委員の意見聴取）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧ 　　　　

　　　　　　　　 　　　　          ⑤

県教育委員会

県立学校

校長

教科用図書選定協議会

教科用図書選定委員会

教科用図書調査委員会
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